
 

 

 

滋賀県地域防災計画 修正案の概要 
（風水害等対策編・震災対策編・事故災害対策編・原子力災害対策編） 

 

 

滋賀県地域防災計画について、平成 29 年台風第 21 号の教訓を踏まえ

た災害対応の見直し、滋賀県地震防災プランの策定等に伴う修正を行う。 

 

 

 

１ 平成 29年台風第 21号の教訓を踏まえた修正 

 

○災害警戒本部のあり方 

・災害警戒本部の廃止は、災害警戒本部員会議を開催し、被害および応急対策の状

況を把握したうえで、本部長の判断で行う。 

 

・災害警戒本部の本部員には、部局全体に係る被害状況等を把握し、迅速・的確な

判断を行うことが求められることから、次長が務めるものとする。 

［参考］災害警戒本部の構成 

本 部 長：副知事 

副本部長：防災危機管理監 

本 部 員：各部（庁）幹事課長を各部（庁）次長へ修正する。 

 

○風害への対応 

 ・風水害等対策編に風害への具体的な対応についての記載を加え、風害予防対策の

強化を図る。 

 

 【記載概要】 

  一 般 予 防 対 策：施設管理者および住民の危険防止措置 

  農 作 物 予 防 対 策：水稲の倒伏防止対策、施設園芸の被服資材の修繕 など 

  ライフライン防災対策：電力、通信、鉄道事業者の防災対策 
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２ 滋賀県地震防災プランの策定に伴う修正 

 

これまでの地震対策を継承しつつ、全国各地で発生した過去の大規模災害を教訓とし

て、今後、重点的に取り組む地震対策について定めた「滋賀県地震防災プラン」の策定

に伴う修正。 

 

○受援計画の策定 

 ・多様な団体・組織との連携を含めた受援体制を整備するため、人的・物的支援を

効率的、効果的に受ける方法や手順、分野ごとの必要人員等について定める受援

計画を策定するものとする。 

 

〇市町の受援計画策定支援 

 ・県は、市町における受援計画の策定を支援するとともに、市町間でのカウンター

パート方式による相互応援の仕組みを、市町と連携しながら構築する。 

 

○要配慮者へ合理的配慮を提供する 

 ・避難所において、傷病者、障害者、高齢者、幼児、妊産婦等の要配慮者に合理的配

慮を提供する。 

 

３ 水防法および土砂災害防止法の改正（平成 29年 6月）の反映 

 

水防法および土砂災害防止法の改正により、浸水想定区域および土砂災害計画区域

内にあり、かつ市町の地域防災計画に位置付けられた要配慮者利用施設の所有者また

は管理者は、洪水、土砂災害時に円滑かつ迅速に避難ができるよう避難確保計画の作

成や避難訓練が義務化されたが、市町と連携して計画作成や訓練実施について積極的

に支援を行うこととする。 

 

４ 原子力災害対策指針の改正（平成 29 年 3 月および平成 29年 7月）の

反映 

 

○「ふげん」の UPZ に係る記載を削除する。 

（理由） 

原子力災害対策指針の改正（平成 29 年 3 月）により原子炉廃止措置研究開発セ

ンター「ふげん」の UPZ（原子力災害対策を重点的に実施すべき地域の範囲）が半

径 30㎞から５㎞に変更され、本県は「ふげん」の UPZ 外となったため。 



 

 

 

○警戒事態の判断基準に関し、地震発生場所に係る記載を修正する。 

   ＜修正前＞     ＜修正後＞ 

   「福井県」  →  「福井県の原子力事業所所在市町」 

（理由） 

原子力災害対策指針の改正（平成 29 年 7 月）により警戒事態を判断する際の地

震に係る基準（震度６弱以上）に関し、発生場所の区分が原子力事業所の所在「道

府県」から所在「市町村」に変更されたため。 

 

５ その他、県の取組の反映 

 

○新たに締結した災害時応援協定等の追加 

・下表の４つの協定について滋賀県地域防災計画に追加 

 

新たに締結した災害時応援協定等（平成29年４月１日～平成30年3月26日） 

相手方 協定名称および概要 

（一社）滋賀県空
調衛生設備工業
協会 

災害時における機械設備の応急業務に関する協定書 

被災した県の災害対応の拠点となる施設等に係る給排水・衛生・空調設備
の機能保全および復旧等の応急対策業務 

  
【締結日：平成 29 年 11 月 1 日】 

（一社）滋賀県鍼
灸師会 

災害時におけるはり師およびきゅう師の業務の提供に関する協定書 

大規模災害時において、避難所におけるはりおよびきゅうの施術業務の提供                                 
【

【締結日：平成 29 年 12 月 1 日】 

（一社）滋賀県鍼
灸マッサージ師会 

災害時におけるあん摩マッサージ指圧師、はり師およびきゅう師の業務の提供

に関する協定書 

大規模災害時において、避難所におけるあん摩、マッサージおよび指圧、はり
ならびにきゅうの施術業務の提供 

【締結日：平成 29 年 12 月 1 日】 

（一社）滋賀県タク
シー協会 

災害等の緊急時における人員輸送に関する協定書 

大規模災害時における被災者等の輸送業務、災害応急対策に必要な人員
の輸送業務 

【締結日：平成 30 年３月７日】 

 


